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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人を一意に識別可能な個人識別番号と、該個人が所有する端末毎に割り当てられる実
電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する個人情報記憶部と、
　予約を一意に識別可能な予約識別番号と前記個人識別番号との紐付けを含む予約情報を
、前記個人情報記憶部とはアクセス権限レベルが異なる記憶領域に記憶する予約記憶部と
、
　前記予約情報および前記個人情報に基づいて、前記予約識別番号と前記発信者および前
記着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する生成部と、
　前記紐付けデータに対し、有効か否かを識別する有効識別情報を設定し、予め用意され
一時的に使用可能な仮電話番号を払い出す設定部と、
　前記発信者の端末に前記仮電話番号を通知する送信部と、
　前記仮電話番号を含む呼接続要求を受信すると、該仮電話番号に対応する有効な紐付け
データが存在する場合には呼接続を行う呼処理部と、
を備える予約管理通話システム。
【請求項２】
　前記有効識別情報は、前記仮電話番号の有効期間であり、
　前記判定部は、前記呼接続要求の受信日時が前記有効期間内であった場合に、前記有効
な紐付けデータが存在すると判定すること、
を特徴とする請求項１に記載の予約管理通話システム。
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【請求項３】
　前記呼処理部は、前記呼接続要求を転送後、前記有効期間を所定の期間延長すること、
を特徴とする請求項２に記載の予約管理通話システム。
【請求項４】
　前記生成部は、前記紐付けデータを生成する契機となる通信接続要求を受信した日時が
所定の時間帯であった場合、紐付けデータを生成しないこと、
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の予約管理通話システム。
【請求項５】
　前記生成部は、前記予約識別番号および前記個人識別番号が互いに同一である予約情報
が所定数未満である場合、前記紐付けデータを生成しないこと、
を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の予約管理通話システム。
【請求項６】
　前記紐付けデータは、前記呼接続要求を転送して前記発信者と前記着信者とを呼接続し
た接続回数を含み、
　前記呼処理部は、前記呼接続要求を転送する都度、前記接続回数を１増やし、
　前記呼処理部は、前記接続回数が所定数を超えた場合、前記有効な紐付けデータが存在
しないとして呼接続を行わない、
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の予約管理通話システム。
【請求項７】
　前記呼接続要求は、前記発信者の端末の位置情報を含み、
　前記呼処理部は、前記位置情報に基づいて、前記発信者が所定の範囲内に居ないと判定
した場合、前記有効な紐付けデータが存在しないとして呼接続を行わない、
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の予約管理通話システム。
【請求項８】
　端末とネットワークを介して接続されるコンピュータを制御する予約管理通話プログラ
ムであって、
　個人を一意に識別可能な個人識別番号と、該個人が所有する端末毎に割り当てられる実
電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する個人情報記憶機能と、
　予約を一意に識別可能な予約識別番号と前記個人識別番号との紐付けを含む予約情報を
、個人情報記憶部とはアクセス権限レベルが異なる記憶領域に記憶する予約記憶機能と、
　前記予約情報および前記個人情報に基づいて、前記予約識別番号と前記発信者および前
記着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する生成機能と、
　前記紐付けデータに対し、有効か否かを識別する有効識別情報を設定し、予め用意され
一時的に使用可能な仮電話番号を払い出す設定機能と、
　前記発信者の端末に前記仮電話番号を通知する送信機能と、
　前記発信者の端末から前記仮電話番号を含む呼接続要求を受信すると、該仮電話番号に
対応する有効な紐付けデータが存在する場合には呼接続を行う呼処理機能と、
をコンピュータにより実現させる予約管理通話プログラム。
【請求項９】
　端末とネットワークを介して接続されるコンピュータを制御する予約管理通話方法であ
って、
　個人を一意に識別可能な個人識別番号と、該個人が所有する端末毎に割り当てられる実
電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する個人情報記憶ステップと、
　予約を一意に識別可能な予約識別番号と前記個人識別番号との紐付けを含む予約情報を
、個人情報記憶部とはアクセス権限レベルが異なる記憶領域に記憶する予約記憶ステップ
と、
　前記予約情報および前記個人情報に基づいて、前記予約識別番号と前記発信者および前
記着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する生成ステップと、
　前記紐付けデータに対し、有効か否かを識別する有効識別情報を設定し、予め用意され
一時的に使用可能な仮電話番号を払い出す設定ステップと、
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　前記発信者の端末に前記仮電話番号を通知する送信ステップと、
　前記発信者の端末から前記仮電話番号を含む呼接続要求を受信すると、該仮電話番号に
対応する有効な紐付けデータが存在する場合には呼接続を行う呼処理ステップと、
を含む予約管理通話方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、予約管理通話システム、予約管理通話プログラムおよび予約管理通話プログ
ラムに関し、特にユーザ間の予約において一時的に電話による通話を実現することができ
るサービスに係る予約管理通話システム、予約管理通話プログラムおよび予約管理通話方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣｔｏＣ（Consumer to Consumer）サービスとして、個人間の取引等を仲介する事業や
サービスにおいては、特に個人情報の保護が必要となる。このようなサービスにおいて、
当該サービスを利用するユーザに連絡を取ったり、郵便物を郵送したり等するために、当
該サービスを提供するITシステム等にユーザの氏名、電話番号および住所等の個人情報を
予め登録し、使用することがある。当該個人情報の使用にあたっては、必要最低限の情報
開示に留める等のセキュリティを維持（機密性、完全性、可用性の確保）して、当該個人
情報を保護することが必要となる。
【０００３】
　しかしながら、例えば、このようなサービスにおいてユーザ間で様々な予約（例えば、
ユーザ個人が主催する教室の予約等）をすることがあるが、当該予約にあたって一時的に
ユーザ間で直接連絡を取りたい場合がある。
【０００４】
　このような場合、電話をかけたい発信（発呼）者のユーザに、電話をかける相手である
着信（着呼）者のユーザの個人所有の固定電話機に直接接続可能な電話番号または個人が
所有する携帯端末に直接接続可能なＳＩＭ（Subscriber Identity Module）カード等に登
録される携帯電話番号（以下、「実電話番号」という）を開示して、直接電話をかけさせ
ることは、個人情報保護の観点から機密性確保に問題がある。また、発信者のユーザが発
信し、着信者のユーザが着信した際に、発信者の実電話番号が着信者の電話機に表示され
ることで開示されてしまうため、機密性確保に問題がある。
【０００５】
　このような問題を解決するための技術として、例えば、特許文献１には、発信者端末の
電話番号から受信者端末の電話番号に接続要求時に、受信者端末の識別情報に対応して予
め登録された仮の識別情報として仮の電話番号を発信者端末の識別情報として、受信者端
末に接続して表示する通信システムが開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、ユーザ同士の友好性の度合いにより、実電話番号を用いるか仮
想電話番号を用いるか等のコミュニケーションの取り方であるコミュニケーションメソッ
ドをユーザ毎に蓄積し、電話サービス利用時に、該当するコミュニケーションメソッドを
検出して、当該コミュニケーションメソッドを発信者側のユーザに提示する。発信者側の
ユーザは提示されたコミュニケーションメソッドから、例えば、仮想番号による電話通信
を選択すると、着信者側のユーザの端末には発信者側の電話番号として仮想番号が表示さ
れる電話サービス利用支援装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１３５１４４公報
【特許文献２】特開２０１０－２７２９７０公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明では、発信者側電話機より発信の際、相手先電
話番号にダイヤルする必要があり、発信者の電話番号は機密性が確保されるものの、発信
者に着信者の電話番号を予め開示する必要があり、着信者の電話番号の機密性が十分に確
保できないという問題がある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の発明では、ユーザ毎にプロファイル情報として、予め仮の電
話番号を登録しておくため、ユーザ毎に仮の電話番号（仮想番号）を用意する必要がある
。このため、ユーザ毎に割り当てる仮想番号において番号枯渇が発生する問題がある。ま
た、選択したコミュニケーションメソッドが常に同一である場合等、一定の条件下におい
ては、ユーザ毎の同一の仮の電話番号（仮想番号）が半永続的に使用されてしまい、実質
的に、実電話番号と仮の電話番号の違いが無くなってしまう問題がある。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、発信者および着信者を含む
個人間の予約を管理可能なサービスシステムであり、発信者および着信者の両ユーザの個
人情報である実電話番号の機密性を確保し、割り当てる仮の電話番号の番号枯渇の問題に
対応しつつ、仮の電話番号を一時的な使用に限定することを実現するサービスシステムに
係る予約管理通話システム、予約管理通話プログラムおよび予約管理通話方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る予約管理通話システムは、個人を一意に識別可能な個人識別番号と、当該
個人が所有する端末毎に割り当てられる実電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する
個人情報記憶部と、予約を一意に識別可能な予約識別番号と個人識別番号との紐付けを含
む予約情報を、個人情報記憶部とはアクセス権限レベルが異なる記憶領域に記憶する予約
記憶部と、予約情報および個人情報に基づいて、予約識別番号と発信者および着信者の実
電話番号との紐付けデータを生成する生成部と、紐付けデータに対し、有効か否かを識別
する有効識別情報を設定し、予め用意され一時的に使用可能な仮電話番号を払い出す設定
部と、発信者の端末に仮電話番号を通知する送信部と、仮電話番号を含む呼接続要求を受
信すると、当該仮電話番号に対応する有効な紐付けデータが存在する場合には呼接続を行
う呼処理部とを備える。
【００１２】
　さらに、本発明に係る予約管理通話システムにおいて、有効識別情報は、仮電話番号の
有効期間であり、呼処理部は、呼接続要求の受信日時が有効期間内であった場合に、有効
な紐付けデータが存在するとして呼接続を行ってもよい。
【００１３】
　さらに、本発明に係る予約管理通話システムにおいて、呼処理部は、呼接続要求を転送
後、有効期間を所定の期間延長してもよい。
【００１４】
　さらに、本発明に係る予約管理通話システムにおいて、生成部は、通信接続要求を受信
した日時が所定の時間帯であった場合、紐付けデータを生成しなくてもよい。
【００１５】
　さらに、本発明に係る予約管理通話システムにおいて、生成部は、予約識別番号および
個人識別番号が互いに同一である予約情報が所定数未満である場合、紐付けデータを生成
しなくてもよい。
【００１６】
　さらに、本発明に係る予約管理通話システムにおいて、紐付けデータは、呼接続要求を
転送して発信者と着信者とを呼接続した接続回数を含み、呼処理部は、呼接続要求を転送
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する都度、接続回数を１増やし、呼処理部は、接続回数が所定数を超えた場合、有効な紐
付けデータが存在しないとして呼接続を行わないとしてもよい。
【００１７】
　さらに、本発明に係る予約管理通話システムにおいて、呼接続要求は、発信者の端末の
位置情報を含み、呼処理部は、位置情報に基づいて、発信者が所定の範囲内に居ないと判
定した場合、有効な紐付けデータが存在しないとして呼接続を行わないとしてもよい。
【００１８】
　本発明に係る予約管理通話プログラムは、端末とネットワークを介して接続されるコン
ピュータを制御する予約管理通話プログラムであって、個人を一意に識別可能な個人識別
番号と、当該個人が所有する端末毎に割り当てられる実電話番号との紐付けを含む個人情
報を記憶する個人情報記憶機能と、予約を一意に識別可能な予約識別番号と個人識別番号
との紐付けを含む予約情報を、個人情報記憶部とはアクセス権限レベルが異なる記憶領域
に記憶する予約記憶機能と、予約情報および個人情報に基づいて、予約識別番号と発信者
および着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する生成機能と、紐付けデータに対し
、有効か否かを識別する有効識別情報を設定し、予め用意され一時的に使用可能な仮電話
番号を払い出す設定機能と、発信者の端末に仮電話番号を通知する送信機能と、発信者の
端末から仮電話番号を含む呼接続要求を受信すると、該仮電話番号に対応する有効な紐付
けデータが存在する場合には呼接続を行う呼処理機能と、とをコンピュータにより実現さ
せる。
【００１９】
　本発明に係る予約管理通話方法は、端末とネットワークを介して接続されるコンピュー
タを制御する予約管理通話方法であって、個人を一意に識別可能な個人識別番号と、当該
個人が所有する端末毎に割り当てられる実電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する
個人情報記憶ステップと、予約を一意に識別可能な予約識別番号と個人識別番号との紐付
けを含む予約情報を、個人情報記憶部とはアクセス権限レベルが異なる記憶エリアに記憶
する予約記憶ステップと、予約情報および個人情報に基づいて、予約識別番号と発信者お
よび着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する生成ステップと、紐付けデータに対
し、有効か否かを識別する有効識別情報を設定し、予め用意され一時的に使用可能な仮電
話番号を払い出す設定ステップと、発信者の端末に仮電話番号を通知する送信ステップと
、発信者の端末から仮電話番号を含む呼接続要求を受信すると、当該仮電話番号に対応す
る有効な紐付けデータが存在する場合には呼接続を行う呼処理ステップとを含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る予約管理通話システム、予約管理通話プログラムおよび予約管理通話方法
は、ユーザ間の予約において一時的に電話による通話を実現するにあたって、機密性を確
保しつつ、番号の枯渇問題に対応し仮の電話番号を一時的な使用に限定することができる
。
【００２１】
　これにより、ユーザ間の予約における連絡において、発信者および着信者のユーザ双方
において実電話番号を開示することなく連絡を取ることができ、かつ、予め用意された仮
電話番号を一時的な使用に限定し、使い回すことができるため、セキュリティ性が高く、
かつ、効率的なＣｔｏＣサービスに係るユーザ間の予約管理可能な予約管理通話システム
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】予約管理通話システムの構成を示すシステム図
【図２】予約管理通話システムの機能構成を示すブロック図
【図３】予約管理通話システムにおける（ａ）予約情報、（ｂ）個人情報、（ｃ）紐付け
データのデータ構成例を示すデータ概念図
【図４】予約管理通話システムにおける通信接続要求から呼接続要求までの操作の例を説
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明するための模式図
【図５】予約管理通話システムの動作を示すフローチャート図
【図６】予約管理通話システムにおけるサーバと端末間の情報のやり取りおよび処理の流
れを示すシーケンス図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施態様について、図面を参照しながら説明する。
＜概要＞
　図１は、予約管理通話システムのシステム構成を示すシステム図である。
【００２４】
　図１に示すように、当該予約管理通話システムは、複数のサーバ（情報処理装置）１０
０ａ、１００ｂ、１００ｃと、複数のユーザ端末２００ａ、２００ｂを含む。サーバ１０
０ａは、ＩＰネットワーク４００ａ（インターネット、ＬＡＮ、通信事業者の独自ＩＰ網
などのネットワーク）を介してユーザ端末２００ａ、２００ｂと接続される。また、サー
バ１００ｂは、電話網４００ｂ（公衆交換電話網（ＰＳＴＮ（Public Switch Telephone 
Network）、ＩＳＤＮ、ＩＰ電話網、携帯電話網などの一般的な電話網）を介してユーザ
端末２００ａ、２００ｂと接続される。
【００２５】
　なお、図１において、説明を簡単にするために、ユーザの端末は２台だけ示してあるが
、これ以上存在してもよいことは言うまでもない。
【００２６】
　一例として、サーバ１００ａ、１００ｂは、Ｗｅｂサーバおよびアプリケーションサー
バとしての役目も担い、Ｗｅｂサーバとしてはルータ、ファイアウォール等を介して外部
ネットワークとの接続を許容する非武装地帯（ＤＭＺ（DeMilitarized Zone））に設置し
てもよい。一方、サーバ１００ｃは、データベースサーバとしての役目も担い、外部ネッ
トワークとの接続は許容させない構成として、他のサーバより高いアクセス権限レベルを
含むセキュリティレベルを確保してもよい。なお、以下においては、特に区別の必要がな
い場合に、サーバ１００ａ、１００ｂ、１００ｃを総称して、サーバ１００と記載する。
サーバ１００の各機能部においても同様に記載する。
【００２７】
　ここで、「アクセス権限レベル」とは、ネットワーク、サーバ、データベースの利用ア
カウントに与えられた、ネットワーク、サーバ、データベースに係るハードディスクなど
に保存されたソフトウェアに係るファイルおよびフォルダ、接続された周辺機器などを利
用するための権限の度合いをいう。一例として、「参照（読み取り）」、「登録」、「変
更（書き込み）」、「削除」、「実行」といったアクセスの種類を組み合わせて設定する
ことができる。具体的には、例えば、機密性の高いファイルに対して、当該権限レベルを
「高」と設定し、SYSTEMアカウントや管理者（Administrator）アカウントなどの限られ
たアカウントのみがアクセス（参照、登録、変更など）することを許容し、その他のアカ
ウントはアクセスすることを禁じるよう設定することができる。
【００２８】
　サーバ１００は、具体的には、プロセッサによって装置全体が制御されている情報処理
装置である。当該プロセッサには、バスを介して、ＲＡＭおよびハードディスクドライブ
等の記憶装置、入出力インタフェース、通信インタフェース等が接続され、構成されてい
る。当該記憶装置には、制御部１１０における各種処理に必要となる各種処理データやプ
ログラムを記憶する機能を有している。当該入出力インタフェースには、ディスプレイ、
キーボード、マウス、外付け記憶媒体等の入出力装置が接続されている。当該通信インタ
フェースには、ＩＰネットワーク４００ａ、電話網４００ｂ等が接続されている。
【００２９】
　サーバ１００ａは、一例として、個人間の予約情報を管理するサーバとして設けてもよ
い。具体的には、例えば、サーバ１００ａは、ＩＰネットワーク４００ａを介して、ユー
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ザ端末２００から予約の登録を受け付け、受け付けた予約情報をデータベース等に記憶す
ることで登録する。サーバ１００ａは、当該データベースを自己の情報処理装置内の記憶
装置に設けてもよいし、サーバ１００cをデータベースサーバ（以下、「ＤＢサーバ」と
いう）として設けて、当該ＤＢサーバに当該データベースを設けてもよい。サーバ１００
ａは、例えば、ユーザ端末２００からの要求に応じて、登録する予約情報を参照させ、ま
た、更新または削除処理してもよい。
【００３０】
　ここで、「予約情報」とは、ＣｔｏＣサービスにおいて、当該サービスを利用するユー
ザ個人間での予約に関する情報であり、例えば、個人の先生が開催する教室に対して、生
徒が申し込む参加予約に関する予約時間、予約名等の情報である。当該予約情報の詳細に
ついては、後述の＜データ＞における図３（ａ）の説明で説明する。
【００３１】
　サーバ１００ｂは、一例として、電話機（電話番号入力や通話を行うための端末機器を
いう）からの呼接続を制御（発呼、着呼および終呼の一連の通話制御）する呼制御サーバ
として設けてもよい。具体的には、サーバ１００ｂは、交換機としての機能（アナログの
電気信号をデジタル信号に、デジタル信号を復号してアナログ信号に変換する等のデータ
列と音声信号の相互変換を行う等、電話番号から相手を選択し、接続し通話するための機
能）を備えてもよく、電話網４００ｂを介して、別の交換機との間の通話に関する音声を
始めとする情報伝送を実現し、発信者端末から呼接続要求を受信すると、当該呼接続要求
を着信者端末に転送することで、呼を接続し、発信者端末と着信者端末との間で通話を開
始させる。
【００３２】
　サーバ１００ｂは、別の例として、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol）サーバと
して、電話網４００ｂと接続し、ＩＰ電話サービスの管理および制御を行ってもよい。
【００３３】
　また、別の一例として、サーバ１００ａ、１００ｂ、１００ｃを一台のサーバやクラウ
ドサーバで構成してもよい。
【００３４】
　ユーザ端末２００ａ、２００ｂの具体的な機器は、図示のように、スマートフォンに限
定されず、例えば、携帯端末、タブレット端末、パーソナルコンピュータ、その他の電子
機器であってもよい。なお、以下においては、特に区別の必要がない場合に、ユーザ端末
を総称して、ユーザ端末２００と記載する。
【００３５】
　本発明に係る予約管理通話システムは、一例として、発信者端末から送信された仮電話
番号を含む呼接続要求（発呼）をサーバ１００ｂが受信すると、当該仮電話番号に対応し
た有効な紐付けデータが存在するか否かの判定を、サーバ１００ａに問い合わせ要求を送
信する。
【００３６】
　ここで、「紐付けデータ」とは、ユーザ間の予約情報とユーザ個人の個人情報とを紐付
けたデータをいう。当該紐付けデータの詳細について、後述の＜データ＞における図３（
ｃ）の説明で説明する。
【００３７】
　本発明に係る予約管理通話システムは、サーバ１００ａが当該問合せに対し、有効な紐
付けデータが存在するか否かの判定結果および有効な紐付けデータが存在する場合には、
着信者端末の実電話番号を含む応答データをサーバ１００ｂに送信する。サーバ１００ｂ
は、ユーザ端末２００からの呼接続要求に発信者端末の実電話番号が含まれている場合に
は、発信者の実電話番号を仮電話番号に交換し、ユーザ端末２００からの呼接続要求に発
信者端末の実電話番号が含まれていない場合には発信者の電話番号として仮電話番号を設
定し、呼接続要求を着信者端末に転送する。着信者端末は当該呼接続要求を受信する（着
呼）。これにより、着信者端末の発信元の電話番号表示には、発信者の実電話番号ではな
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く、仮電話番号が表示されるため、発信者の個人情報の機密性を確保できる。
【００３８】
　ここで、「個人情報」とは、ＣｔｏＣサービスにおいて、当該サービスを利用するユー
ザ個人の情報であり、例えば、ユーザの氏名、住所、実電話番号等の情報をいう。当該個
人情報の詳細については、後述の＜データ＞における図３（ｂ）の説明で説明する。
【００３９】
　ここで、「仮電話番号」とは、電話網４００ｂにおいて、固定電話の加入者線、携帯電
話などの移動体通信、ＩＰ電話の特定サービスアカウントであり、例えばユーザ端末２０
０間で呼接続をするために用いられる、予め用意され一時的に使用可能なサーバ１００ａ
から払い出される有限の数値配列による識別子（電話番号）をいう。当該数値配列は、当
該特定サービスや地域エリアに応じて、例えば、03、050、0120で始まる3種類の配列グル
ープに分かれ決定してもよい。また、仮電話番号に予め用意された電話番号を用いること
で、例えば、割り当てられる仮電話番号が特定されることから、着信者のユーザに予め仮
電話番号を知らせることができる。このような構成によれば、着信者のユーザは、全く知
らない電話番号による着信に対しては不信感を生じることがあるが、予め知っている仮電
話番号による着信に対しては安心して電話をとることができる。
【００４０】
　本発明に係る予約管理通話システムは、一例として、ユーザ個人（先生）が開催する教
室と当該教室に参加したい他のユーザ（生徒）とを仲介するサービスに用いてもよい。具
体的には、例えば、図４（ａ）に示すように、先生のユーザ端末２００ａの料理教室の予
約管理ページ画面例に表示される入力表示（生徒ユーザごとの「TEL」ボタン表示）にお
いて、生徒ｂｂｂｂの「TEL」ボタンを指定（タップ）すると、先生のユーザ端末２００
ａの制御部２１０の制御に従い、送信部２２３から通信接続要求がサーバ１００に送信さ
れる。
【００４１】
　本例において、サーバ１００は、当該通信接続要求を受信すると、通信接続要求に含ま
れる予約識別番号に基づき、該当する予約情報を検索し、取得する。サーバ１００は、当
該取得した予約情報に基づき、個人識別番号を取得し、取得した個人識別番号に基づき、
着信者および着信者の実電話番号を取得する。サーバ１００は、取得したこれらの情報か
ら紐付けデータを生成し、例えば当該紐付けデータに有効期間（本例では、画面例で表示
されているとおり予約時間が「2016.10.1（月）11:00～14:30」であるため、有効期間を
「2016.10.1（月）9:00～21:00」とする）を設定し、仮電話番号を払い出す。サーバ１０
０は、先生のユーザ端末２００ａに当該仮電話番号を通知すると、先生のユーザ端末２０
０ａは、図４（ｂ）に示すように、「ｂｂｂｂさんに電話をかけます。よろしければ発信
ボタンを押下してください。」とのテキストメッセージと併せて、呼接続要求を行う入力
表示（電話の受話器を表す図形を表示するボタン）に係るポップアップ表示を表示する。
【００４２】
　本例において、ユーザ端末２００ａから当該ポップアップ表示の入力表示を指定（タッ
プ）すると、サーバ１００に仮電話番号を含む呼接続要求が送信される。サーバ１００は
呼接続要求を受信すると、当該呼接続要求に含まれる仮電話番号に対応する有効な紐付け
データが存在するか否かを判定する。サーバ１００は、本例においては、有効期間「2016
.10.1（月）9:00～21:00」であり、一方、呼接続要求の入力表示を指定したのが画面例で
記すように「（2016.10.1（月））8:00 PM」である場合、有効期間内であるため、有効な
紐付けデータが存在すると判定し、ユーザ端末２００ｂに呼接続要求を転送し、呼接続を
行うことができる。
【００４３】
　本発明に係る予約管理通話システムは、当該例において、このような構成とすることで
、ユーザ間の予約における連絡において、発信者および着信者のユーザ双方において実電
話番号を開示することなく連絡を取ることができ、かつ、予め用意された仮電話番号を一
時的な使用に限定し、使い回すことができるため、セキュリティ性が高く、かつ、効率的
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なＣｔｏＣサービスに係るユーザ間の予約管理可能な予約管理通話システムを提供するこ
とができる。
【００４４】
　なお、本発明に係る予約管理通話システムは、当該例において、ユーザ個人の先生が開
催する教室の仲介サービスを例としたが、当該例に限定せず、例えば、ユーザ個人間のオ
ークションおよびフリーマーケット、ユーザ個人間の婚活、お見合い等の出会いの仲介サ
ービス、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイト等個人情報の保護が重要となるＣ
ｔｏＣサービスであればどの様なサービスにでも本発明に係る予約管理通話システムを適
用することができる。
【００４５】
＜構成＞
　以下、サーバ１００、ユーザ端末２００の構成について説明する。図２は、サーバ１０
０、ユーザ端末２００の機能構成を示すブロック図である。図２に示すように、サーバ１
００は、制御部１１０、通信部１２０と、記憶部１３０、呼処理部１４０を含んで構成さ
れる。
【００４６】
　制御部１１０ａは、検索部１１１ａ、生成部１１２ａ、設定部１１３ａ、判定部１１４
ａを備え、サーバ１００ａの各機能部を制御する機能を有するプロセッサである。一例と
して、制御部１１０ａは、通信部１２０ａから伝達されたユーザ端末２００または他のサ
ーバ１００からの処理要求に係るメッセージ（以下、「処理要求メッセージ」という、他
の各種要求に係るメッセージおよび各種応答に係るメッセージについても同様に表記する
）に基づいて、記憶部１３０ａに記憶されている予約情報等の各種情報を参照、更新また
は削除処理し、当該処理結果をユーザ端末２００または他のサーバ１００において表示す
る表示情報を生成してもよい。
【００４７】
　制御部１１０ｂ、制御部１１０ｃについても同様に、サーバ１００ｂ、サーバ１００ｃ
の各機能部を制御する機能を有するプロセッサであり、通信部１２０ｂ、１２０ｃから伝
達されたユーザ端末２００または他のサーバ１００からの処理要求メッセージに基づいて
、記憶部１３０ｂ、記憶部１３０ｃに記憶されている記憶情報等の各種情報を参照、更新
または削除処理し、当該処理結果をユーザ端末２００または他のサーバ１００において表
示する表示情報を生成してもよい。
【００４８】
　また、制御部１１０ａは、図４に示すように、ユーザ端末２００の表示部２４０におい
て、予約管理ページとして、ユーザの予約相手（別のユーザ）を一覧で表示したり、一覧
で表示された予約相手に対する呼接続要求または通信接続要求のための操作入力表示を表
示したり、当該入力の結果表示を表示する表示情報を生成する。制御部１１０ａは、生成
した表示情報を、ユーザ端末２００ａに送信するよう、通信部１２０ａに伝達する。
【００４９】
　検索部１１１は、通信部１２０から伝達された検索要求メッセージに基づいて、記憶部
１３０が記憶する情報から、当該メッセージに含まれる検索キーに一致するキー情報を含
む情報を検索する。
【００５０】
　検索部１１１ａは、予約識別番号に基づき、個人情報および予約情報を参照して、発信
者および着信者の実電話番号を検索する。具体的には、検索部１１１ａは、通信部１２０
ａから伝達された予約識別番号を含む通信接続要求メッセージに含まれるデータが伝達さ
れると、記憶部１３０ａに記憶する予約情報のうち、当該データに含まれる予約識別番号
を検索キーとして、当該予約識別番号が一致する予約情報を検索する。
【００５１】
　ここで、「予約識別番号」とは、ユーザ間の予約情報を一意に識別可能な番号であり、
例えば、図３（ａ）に示す予約情報レコードの主キーとし、各レコードを一意に識別する
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ことができる番号である。以下、予約識別番号を適宜「予約ＩＤ」と略す。
【００５２】
　検索部１１１ａは、当該検索の結果、予約ＩＤが一致する予約情報が抽出された場合は
、当該予約情報に含まれる発信者であるユーザ（以下、「ユーザ１」という）または着信
者（以下、「ユーザ２」という）のそれぞれの個人識別番号（以下、適宜「ユーザ１ＩＤ
」、「ユーザ２ＩＤ」と略す）を取得する。
【００５３】
　ここで、「個人識別番号」とは、ユーザ個人を一意に識別可能な番号であり、図３（ｂ
）に示す個人情報レコードの主キーとして各レコードを一意に識別することができる番号
である。以下、個人識別番号を適宜「ユーザＩＤ」と略す。
【００５４】
　検索部１１１ａは、個人情報を参照して、発信者および着信者の実電話番号を検索する
。検索部１１１ａは、一例として、個人情報記憶部１３１ｃに記憶する個人情報を参照し
て、取得した個人識別番号（ユーザ１ＩＤ、ユーザ２ＩＤ）に紐づく発信者および着信者
の実電話番号を抽出するよう、検索する。検索部１１１ａは、具体的には、例えば、取得
した個人識別番号を検索キーとして、サーバ１００ｃに対して当該個人識別番号を含む個
人情報検索要求メッセージを送るよう、通信部１２０ａに当該検索要求メッセージを伝達
し、通信部１２０ａからサーバ１００ｃに当該検索要求メッセージを送信する。
【００５５】
　サーバ１００ｃは、当該検索要求メッセージを通信部１２０ｃで受信すると、制御部１
１０ｃの制御に従い、記憶部１３０ｃの個人情報記憶部１３１ｃに記憶される個人情報の
うち、当該検索要求メッセージに含まれる発信者および着信者の個人識別番号（ユーザ１
ＩＤ、ユーザ２ＩＤ）を検索キーとして、当該ユーザＩＤが一致する個人情報を検索する
。
【００５６】
　サーバ１００ｃは、当該検索の結果、ユーザＩＤが一致する個人情報を発信者と着信者
の分それぞれ抽出した場合は、当該個人情報を含む検索結果情報を、サーバ１００ａの検
索要求メッセージに応答するよう、通信部１２０ｃからサーバ１００ａに送信する。サー
バ１００ａが当該検索結果情報を含む応答メッセージを受信すると、通信部１２０ａは、
制御部１１０ａの制御に従い、検索部１１１ｃに当該個人情報の検索結果情報を伝達する
。検索部１１１ｃは、当該個人情報の検索結果情報を伝達されると、抽出した予約情報と
伝達された個人情報を生成部１１２ａに伝達する。
【００５７】
　また、検索部１１１ａは、予約ＩＤが一致する予約情報またはユーザＩＤが一致する個
人情報の少なくともいずれか一つを抽出、取得できなかった場合は、検索エラーとして、
当該エラー情報を制御部１１０ａに伝達し、制御部１１０ａは、エラーが発生した旨を通
知するエラー表示情報を生成し、ユーザ端末２００に送信するよう、通信部１２０ａに伝
達してもよい。このとき、ユーザ端末２００ａにおいて、当該エラー表示情報を受信する
と、例えば、呼接続要求の入力表示（例えば、図４（ｂ）のポップアップ表示）を表示し
ないよう制御したり、当該エラーが発生し、通信接続できない旨を伝えるテキストメッセ
ージを表示したりしてもよい。
【００５８】
　また、サーバ１００ｃは、ユーザＩＤが一致する個人情報を抽出できなかった場合は、
検索エラーとして、当該エラー情報をサーバ１００ａに伝達し、サーバ１００ａは、当該
エラー情報が伝達されると、制御部１１０ａにおいて、エラーが発生した旨と通知するエ
ラー表示情報を生成し、ユーザ端末２００に送信するよう、通信部１２０に伝達してもよ
い。このとき、ユーザ端末２００ａにおいて、当該エラー表示情報を受信すると、例えば
、呼接続要求の入力表示（例えば、図４（ｂ）のポップアップ表示）を表示しないよう制
御したり、当該エラーが発生し、通信接続できない旨を伝えるテキストメッセージを表示
したりしてもよい。
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【００５９】
　生成部１１２ａは、各機能部の要求を受け付けて、各種データを生成する機能を有する
。
【００６０】
　生成部１１２ａは、予約情報および個人情報の検索の結果に基づいて、予約識別番号と
発信者および着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する。具体的には、例えば、生
成部１１２ａは、検索部１１１ａから検索結果情報として予約情報および個人情報を伝達
されると、図３（ｃ）に示すように、予約情報と個人情報とを紐付ける紐付けデータを生
成する。生成部１１２ａは、生成した紐付けデータを記憶部１３０ａの予約記憶部１３１
ａに記憶してもよいし、予約記憶部１３１ａとは異なる記憶領域に、例えば、テンポラリ
ファイルとして、一時的に記憶してもよい。生成部１１２ａは、紐付けデータを生成する
と、紐付けデータ自体または紐付けデータが記憶される場所を含む生成結果を設定部１１
３ａに伝達する。
【００６１】
　生成部１１２ａは、一例として、通信接続要求を受信した日時が所定の時間帯であった
場合、紐付けデータを生成しなくてもよい。生成部１１２ａは、具体的には、ユーザ端末
２００からサーバ１００ａが通信接続要求メッセージを受信した時に、制御部１１０の制
御に従い、受信部１２２が当該受信日時を含めて検索部１１１ａを経由して、生成部１１
２ａに伝達する。
【００６２】
　生成部１１２ａは、当該受信日時が所定の時間帯、例えば、深夜時間帯（例えば、２１
時～３時の間）や早朝時間帯（例えば、３時～８時の間）には、紐付けデータを生成せず
、通信接続要求メッセージの応答として通信接続エラー情報をユーザ端末２００に送信す
るよう、送信部１２２ａを経由してユーザ端末２００に送信してもよい。このような構成
によれば、発信者のユーザから仮に、一般的に電話を受けたくない時間帯に通信接続要求
があっても、紐付けデータを生成せずに済むため、無駄な紐付けデータが発生することを
抑止することができ、また、着信相手のユーザにとっても電話を受けられない時間帯に着
呼しなくてよいので、ユーザにとって利便性の高い予約管理通話システムを提供すること
ができる。
【００６３】
　生成部１１２ａは、一例として、予約識別番号および個人識別番号が互いに同一である
予約情報が所定数未満である場合、紐付けデータを生成しなくてもよい。生成部１１２ａ
は、具体的には、例えば、紐付けデータを予約ＩＤとユーザＩＤを複合する検索キーとし
て、当該検索キーが一致するレコードを抽出し、当該抽出したレコード数をカウントし、
当該カウント数が予め設定する所定数（例えば、1、10、20、30など）未満である場合は
、紐付データを生成しない。このような構成によれば、予約実績のあまりないユーザ間で
の呼接続を行わないことができ、換言すれば、相手との信頼関係ができる程度の予約実績
があるユーザに限定して呼接続を行うができ、利便性の高い予約管理通話システムを提供
することができる。
【００６４】
　生成部１１２ａは、一例として、周期的に（例えば、１時間毎、半日毎（１２時間毎）
、１日毎など）、予約情報の予約時間を参照して、現在時刻（例えば、システム日付）が
予約時間を基準とした所定の期間内（例えば、予約日の当日や予約時間前後１２時間など
）である判定した場合は、紐付けデータを生成してもよい。このような構成とすることで
、ユーザが一時的に直接連絡を取りたい場面に向けて、予め紐付けデータを生成すること
ができるため、円滑に仮電話番号を通知し、呼接続に遷移することができ、効率性の高い
予約管理通話システムを提供することができる。
【００６５】
　設定部１１３ａは、生成部１１２ａが生成した各種データに対して、付加すべき情報を
払い出し、また、付加すべき情報を各種データに付加するよう設定する機能を有する。
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【００６６】
　設定部１１３ａは、具体的には、例えば、紐付けデータに対し、有効か否かを識別する
有効識別情報を設定し、予め用意され一時的に使用可能な仮電話番号を払い出す。また、
設定部１１３ａは、当該仮電話番号を、発信者のユーザ端末２００ａから受信した通信接
続要求の応答メッセージに含め、ユーザ端末２００ａに送信するよう、送信部１２２ａに
伝達する。また、設定部１１３aは、当該応答メッセージとして、通信接続要求に対する
結果を表示する表示情報を含めてもよい。このような構成によれば、有効である紐付けデ
ータおよび当該紐付けデータに払い出された仮電話番号は、当該識別情報によって使用期
間を制御することができ、一時的に直接連絡を取ることが必要な場合に限定して、ユーザ
端末間の通話を確立することができる。また、このような構成によれば、当該仮電話番号
を通信接続要求都度発行せずとも、予め用意された仮電話番号を使いまわすことができる
ため、番号の枯渇を抑制し、効率良く一時的な通話を確立することができる。
【００６７】
　ここで、「有効識別情報」とは、生成された紐付けデータが有効か否かを識別するため
の情報であり、具体的には、例えば、有効期間（ある日時から、他の日時に至るまでの間
をいい、これらの日時については、日付と時刻を示すものであれば、どのような形で表現
されてもよく、例えば、年＝YYYY、月＝MM、日＝DD、時＝hh、分＝mm、秒＝ssとした、基
本表記YYYYMMDDThhmmssまたは、拡張表記YYYY-MM-DDThh:mm:ss等を用いることが考えられ
る。）、有効期限（前もって決められた時期（日時）をいい、表現方法は、上述の有効期
間と同様である）、単に有効か否かを示すフラグ（例えば、有効であれば「1」を設定し
、有効でなければ「0」を設定する）等といった情報をいう。
【００６８】
　設定部１１３ａは、例えば、有効識別情報が有効期間であった場合は、紐付けデータの
予約日時を参照して、当該予約日時を基準に、所定の期間を設定する。当該所定の期間、
また、どの様に付加するかは、本発明に係る予約管理通話システムを用いるサービスによ
って適宜設定すればよい。例えば、個人の先生が開催する教室の仲介サービスの場合は、
開催日当日前後に緊急で生徒個人と直接連絡を取りたいケースが考えられるため、予約日
時の当日中を有効期間として設定することが考えられる。また、別の例として、個人間の
婚活、お見合い等の出会いの仲介サービスにおいては、直接出会い食事等をする予約をし
ていた場合には、待ち合わせのために直接連絡を取りたいケースが考えられるため、予約
日時の前後３時間を有効期間として設定することが考えられる。
【００６９】
　判定部１１４ａは、各サーバ１００、各ユーザ端末２００、各機能部からの要求に対し
、有効なデータが存在するか否かを判定する機能を有する。
【００７０】
　判定部１１４ａは、呼接続要求を受信した場合、当該呼接続要求に含まれる仮電話番号
に対応した有効な紐付けデータが存在するか否かを判定する。判定部１１４ａは、具体的
には、サーバ１００ｂが呼接続要求を受信した場合、サーバ１００ｂから伝達される有効
判定要求メッセージに対し、紐付けデータが記憶されるエリア（例えば、記憶部１３０）
を参照して、例えば、呼接続要求に含まれる仮電話番号を検索キーとして、当該仮電話番
号が一致する仮電話番号を含む紐付けデータを検索する。また、一例として、呼接続要求
に予約識別番号が含まれていた場合は、予約識別番号を検索キーとしてもよい。
【００７１】
　判定部１１４ａは、当該検索の結果、該当する紐付けデータが抽出された場合は、有効
識別情報を参照して、当該抽出された紐付けデータが有効であるか否かを判定する。判定
部１１４ａは、例えば、有効識別情報が有効期間であった場合、呼接続要求を受信した日
時またはサーバ１００ａのシステム日付が当該有効期間内であったときに紐付けデータが
有効であるとして、有効な紐付けデータが存在すると判定する。このような構成によれば
、有効期間を過ぎた紐付けデータおよび当該紐付けデータに払い出された仮電話番号は使
用ができなくなり、一時的に直接連絡を取ることが必要な期間に限定して、ユーザ端末間
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の通話を確立することができる。また、このような構成によれば、当該仮電話番号を通信
接続要求都度発行せずとも、予め用意された仮電話番号を使いまわすことができるため、
番号の枯渇を抑制し、効率良く一時的な通話を確立することができる。
【００７２】
　判定部１１４ａは、仮電話番号が一致する紐付けデータが存在しない（抽出できない）
場合、または、仮電話番号が一致する紐付けデータを抽出しても、有効識別情報を参照し
て有効でないと判定した場合は、有効な紐付けデータが存在しないと判定する。
【００７３】
　判定部１１４ａは、有効な紐付けデータが存在すると判定した場合、サーバ１００ｂの
有効判定要求メッセージへの応答として、当該有効な紐付けデータに紐付けられた着信者
の実電話番号にサーバ１００ｂの呼送信部１４２ｂが呼接続要求を転送するよう、サーバ
１００ｂに当該紐付けデータを含む判定結果情報を伝達する。
【００７４】
　一方、判定部１１４ａは、有効な紐付けデータが存在しないと判定した場合、サーバ１
００ｂの有効判定要求メッセージへの応答として、呼接続要求に含まれる仮電話番号に紐
づく発信者の実電話番号に呼送信部１４２ｂが着呼エラー情報を送信するよう、サーバ１
００ａに当該呼接続エラー情報を含む判定結果情報を伝達する。
【００７５】
　判定部１１４ａは、一例として、同一ユーザ間の呼接続の回数が所定数を超えた場合、
紐付けデータが有効でないと判定してもよい。具体的には、例えば、紐付けデータは呼接
続要求を転送して、発信者と着信者とを呼接続した回数（以下、「接続回数」という）を
含んでもよい。
【００７６】
　呼処理部１４０ｂは、呼接続要求を転送する都度、接続回数を１増やし、呼処理部１４
０ｂは、当該接続回数が所定数を超えた場合、有効な紐付けデータが存在しないとして呼
接続を行わないとしてもよい。
【００７７】
　一例として、呼送信部１４２ｂは、呼接続要求を転送する都度、当該接続回数を１増や
し（インクリメント）、判定部１１４ａは、当該接続回数が所定数を超えた場合、紐付け
データが有効でないと判定してもよい。具体的には、例えば、呼送信部１４２ｂは、呼接
続要求を転送後、接続回数更新要求メッセージをサーバ１００ａに送信する。サーバ１０
０ａの受信部１２１ａは、当該接続回数更新要求メッセージを受信すると、当該接続回数
更新要求メッセージに係るデータを設定部に１１３ａに伝達し、当該接続回数更新要求メ
ッセージに係る対象の紐付けデータの接続回数を１増やすよう、更新する。
【００７８】
　判定部１１４ａは、発信者のユーザ端末２００ａから呼接続要求を受信して、紐付けデ
ータが有効か否かを判定する際に、有効識別情報に基づき有効であると判定した紐付けデ
ータの接続回数を参照し、所定数（例えば、10、50、100等の回数）を超えた場合は、当
該判定を覆し、当該紐付けデータが有効でないと判定してもよい。このような構成とする
ことにより、例えば、あくまで一時的に直接連絡を取るための手段として、払い出される
仮電話番号による呼接続要求を、必要以上に行うことを抑止し、利便性の高い予約管理通
話システムを提供することができる。
【００７９】
　判定部１１４ａは、一例として、発信者のユーザ端末２００ｂの位置情報に基づいて、
発信者が所定の範囲内に居ないと判定した場合、紐付けデータを有効でないと判定しても
よい。
【００８０】
　具体的には、例えば、呼送信部２２４は、呼接続要求をサーバ１００に送信する際に、
当該呼接続要求に発信者のユーザ端末２００ａに保有される位置情報（ＧＰＳデータ等）
を取得して、当該呼接続要求に含めてもよい。
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【００８１】
　呼処理部１４０ｂは、当該呼接続要求を受信した際、当該位置情報に基づいて、発信者
が所定の範囲内に居ないと判定した場合、有効な紐付けデータが存在しないとして呼接続
を行わないとしてもよい。
【００８２】
　具体的には、例えば、判定部１１４ａは、有効な紐付けデータが存在するか否かを判定
する際に、当該位置情報に基づいて、発信者が所定の範囲内（例えば、個人情報に登録さ
れる自宅住所や教室の住所等から半径１０キロメートル以内等）に居ないと判定した場合
は、紐付けデータが有効でない、すなわち、有効な紐付けデータは存在しないと判定して
もよい。このような構成をとることにより、海外からの発信者のユーザと偽って送信され
る不正な呼接続要求（不正アクセス）や発信者のユーザ本人であっても直接連絡を取る必
要性のない無用な呼接続要求を破棄することができ、利便性の高い予約管理通話システム
を提供することができる。
【００８３】
　通信部１２０ａは、受信部１２１ａおよび送信部１２２ａを備え、制御部１１０の制御
に従い、ＩＰネットワーク４００ａを介して、ユーザ端末２００との通信（各種メッセー
ジの送受信等）を実行する機能を有する。また、通信部１２０ａは、制御部１１０ａの制
御に従い、ＬＡＮを介して、他のサーバ１００との通信を実行する機能を有する。当該通
信は、有線、無線のいずれでもよく、また、互いの通信が実行できるのであれば、どのよ
うな通信プロトコルを用いてもよい。ここで、「メッセージ」とは、テキストに限らず、
画像、音声、動画等の各種データが含まれる。
【００８４】
　通信部１２０ｃは、通信部１２０ａと同じく、受信部１２１および送信部１２２（不図
示）を備え、制御部１１０の制御に従い、ＩＰネットワーク４００を介して、ユーザ端末
２００との通信（各種データを含むメッセージの送受信等）を実行する機能を有してもよ
い。また、１２０ｃは、通信部１２０ａと同じく、制御部１１０ｃの制御に従い、ＬＡＮ
を介して、他のサーバ１００との通信を実行する機能を有する。
【００８５】
　また、通信部１２０ｂは、通信部１２０ａと同じく、受信部１２１および送信部１２２
（不図示）を備え、１１０ｃの制御に従い、ＬＡＮを介して、他のサーバ１００との通信
を実行する機能を有する。
【００８６】
　受信部１２１ａは、制御部１１０ａの制御に従い、ＩＰネットワーク４００ａを介して
、各ユーザ端末２００から各種メッセージを受信し、当該メッセージに含まれるデータを
各機能部に伝達する機能を有する。また、受信部１２１ａは、制御部１１０の制御に従い
、ＬＡＮを介して、他のサーバ１００ｂ、サーバ１００ｃから各種メッセージを受信し、
当該メッセージに含まれるデータを、各機能部に伝達する機能を有する。
【００８７】
　具体的には、例えば、受信部１２１ａは、ユーザ端末２００から通信接続要求メッセー
ジを受信すると、制御部１１０の制御に従い、当該メッセージに含まれるデータを検索部
１１１ａに伝達する。また、受信部１２１は、サーバ１００ｂから呼接続要求に対する有
効判定要求メッセージを受信すると、制御部１１０の制御に従い、判定部１１４ａに当該
メッセージに含まれるデータを伝達する。また、受信部１２１ａは、通信接続要求の受信
時に、受信した日時情報を通信接続要求日時として当該要求メッセージに係るデータに付
加してから検索部１１１ａに伝達してもよい。
【００８８】
　また、受信部１２１ａは、制御部１１０ａの制御に従い、一つの予約に対して通信接続
要求または有効判定要求が要求された場合、当該要求をメッセージ・キュー（Message Qu
eue）等に保存して、先に受信した要求が処理されるまで、それ以降に受信した要求を保
持してもよい。これにより、一つの予約に対して複数の要求が要求された場合でも整合を
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図って、通信の接続処理、判定処理を行うことができる。
【００８９】
　送信部１２２ａは、制御部１１０ａの制御に従い、ＩＰネットワーク４００ａを介して
、各機能部から伝達された表示情報等の各種情報が含まれるメッセージを、各ユーザ端末
２００に送信する機能を有する。また、送信部１２２ａは、制御部１１０の制御に従って
、ＬＡＮを介して、各機能部から伝達されたデータが含まれるメッセージを、他のサーバ
ｂ、サーバｃに送信する機能を有する。
【００９０】
　送信部１２２ａは、具体的には、例えば、発信者のユーザ端末２００ａに、設定部１１
３ａから伝達された仮電話番号を含む通信接続要求の応答メッセージを送信する。
【００９１】
　記憶部１３０は、サーバ１００が動作するうえで必要とする各種プログラム、データお
よびパラメータを記憶する機能を有する。具体的には、例えば、記憶部１３０は、予約情
報および個人情報等を記憶する。記憶部１３０は、具体的には、例えば、ＲＯＭおよびＲ
ＡＭで構成される主記憶装置、不揮発性メモリ等で構成される補助記憶装置、ＨＤＤ（Ha
rd Disc Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）、フラッシュメモリ等各種の記録媒体に
よって構成される。
【００９２】
　記憶部１３０ａは、一例として、予約記憶部１３１ａを含んで構成してもよい。
【００９３】
　予約記憶部１３１ａは、予約を一意に識別可能な予約識別番号と個人識別番号との紐付
けを含む予約情報を記憶する。また、予約記憶部１３１ａは、予約を一意に識別可能な予
約識別番号と個人識別番号との紐付けを含む予約情報を個人情報記憶部１３１ｃとはアク
セス権限レベルが異なる記憶領域に記憶してもよい。
【００９４】
　記憶部１３０ａは、一例として、個人を一意に識別可能な個人識別番号と当該個人が所
有する端末毎に割り当てられる実電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する個人情報
記憶部（不図示）を予約記憶部１３１ａと異なる記憶領域に含んで構成してもよい。予約
記憶部１３１ａと当該個人情報記憶部を異なる記憶領域に含んで構成する例として、例え
ば、物理的には異なる記憶装置、記憶媒体、ファイルに記憶してもよいし、論理的に異な
るデータベース、テーブルに記憶してもよい。このような構成とすることで、予約情報と
個人情報に対し、これらの情報にアクセスするアカウント、処理タスク等からのアクセス
権のレベルを変えることができる。これにより、例えば、予約情報は比較的機密性を低く
、可用性を高くして、一方、個人情報は比較的機密性を高く、可用性を低くすることで、
セキュリティ性の高い予約管理通話システムを実現することができる。
【００９５】
　記憶部１３０ｃは、一例として、個人を一意に識別可能な個人識別番号と当該個人が所
有する端末毎に割り当てられる実電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する個人情報
記憶部１３１ｃを含んで構成してもよい。
【００９６】
　呼処理部１４０ｂは、制御部１１０ｂの制御に従い、電話網４００ｂを介して、発信者
のユーザ端末２００ａを含む各種電話機から送信される呼接続要求を受信して、当該呼接
続要求を着信者のユーザ端末２００ｂを含む他の各種電話機に転送することで、呼接続を
行い発信者と着信者の電話機間で呼接続を確立する。また、呼処理部１４０ｂは、確立し
た呼接続に対し、ユーザ端末２００から呼切断要求を受信すると、通話状態にあるユーザ
端末２００ａ、２００ｂの呼切断を行う機能を有する。
【００９７】
　呼処理部１４０ｂは、具体的には、例えば、発信者のユーザ端末２００ａから仮電話番
号を含む呼接続要求を受信すると、当該仮電話番号に対応する有効な紐付けデータが存在
する場合には呼接続を行う。



(16) JP 6316999 B1 2018.4.25

10

20

30

40

50

【００９８】
　呼処理部１４０ｂは、呼受信部１４１ｂおよび呼送信部１４２ｂを含んで構成してもよ
い。呼処理部１４０ｂは、一例として、呼接続要求の受信日時が有効期間内であった場合
に、有効な紐付けデータが存在するとして呼接続を行ってもよい。
【００９９】
　呼受信部１４１ｂは、発信者の端末から仮電話番号を含む呼接続要求を受信する。呼受
信部１４１ｂは、具体的には、例えば、電話網４００ｂを介して、発信者のユーザ端末２
００ａから呼接続要求先の電話番号を仮電話番号に設定した呼接続要求を受信すると、制
御部１１０ｂの制御に従い、サーバ１００ａに当該呼接続要求に対応する有効な紐付けデ
ータが存在するか否かを判定させるために、当該有効判定要求メッセージをサーバ１００
ａの通信部１２０ｂに伝達する。
【０１００】
　通信部１２０ｂは、サーバ１００ａに当該有効判定要求メッセージを送信する。また、
通信部１２０ｂは、当該有効判定要求メッセージの応答として、有効な紐付けデータまた
は呼接続エラー情報等の判定結果情報を含む応答メッセージを受信すると、呼送信部１４
２ｂに当該判定結果情報を伝達する。
【０１０１】
　呼送信部１４２ｂは、当該判定結果情報に有効な紐付けデータが存在した結果や当該有
効な紐付けデータが含まれていた場合は、制御部１１０ｂの制御に従い、当該有効な紐付
けデータに設定された着信者の実電話番号に呼接続要求を転送するよう、呼接続要求を着
信者のユーザ端末２００ｂに送信する。
【０１０２】
　呼送信部１４２ｂは、当該判定結果情報に有効な紐付けデータが存在しなかった結果や
呼接続エラー情報が含まれていた場合には、発信者の実電話番号に呼接続ができなかった
旨を伝える音声メッセージを送信してもよい。
【０１０３】
　呼送信部１４２ｂは、一例として、呼接続要求を転送後、有効期間を所定の期間延長し
てもよい。呼送信部１４２ｂは、具体的には、例えば、呼接続要求を着信者のユーザ端末
２００ｂに転送した後、有効期間を所定の期間延長するよう、有効期間延長要求メッセー
ジをサーバ１００ａに送信する。サーバ１００ａの受信部１２１ａが当該延長要求メッセ
ージを受信すると、設定部１１３に当該要求メッセージに含まれるデータを伝達し、設定
部１１３は、記憶されている紐付けデータの有効期間または有効期限を、２～３時間、半
日（１２時間）、１日（２４時間）、１週間分等、延長する。このような構成をとること
により、特定のユーザ間で一度呼接続があった（直接連絡を取った）場合、近いうちに、
何度か再度呼接続要求を行う（再度直接連絡を取りたい）ケースが多いが、このようなケ
ースにおいて、要求都度、紐付けデータを再度生成し、別の仮電話番号を払い出さなくと
も、既存の紐付けデータおよび当該紐付けデータに払い出された仮電話番号を使用するこ
とができ、効率のよくユーザ間の呼接続を行い、通話を確立することができる。
　以上が、サーバ１００の構成である。
【０１０４】
　次にユーザ端末２００の構成について説明する。
　図２に示すように、ユーザ端末２００は、制御部２１０、通信部２２０、記憶部２３０
、表示部２４０を含んで構成される。これらの機能部は、既存のユーザ端末にインストー
ル、アンインストール可能なアプリケーションプログラム等で実現されてもよい。
【０１０５】
　制御部２１０は、ユーザ端末２００の各機能部を制御する機能を有するプロセッサであ
る。一例として、制御部２１０は、通信部２２０から伝達された他のユーザ端末２００ま
たはサーバ１００からの処理要求メッセージに基づいて、記憶部２３０に記憶されている
各種情報を参照、更新または削除処理する。また、制御部２１０は、当該処理結果を表示
部２４０において表示する表示情報を生成してもよい。
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【０１０６】
　通信部２２０は、受信部２２１および送信部２２３を備え、ＩＰネットワーク４００ａ
を介して、サーバ１００との通信（各種メッセージの送受信等）または別のユーザ端末２
００との通信を実行する機能を有する。当該通信は、有線、無線のいずれでもよく、また
、互いの通信が実行できるのであれば、どのような通信プロトコルを用いてもよい。ここ
で、「メッセージ」とは、テキストに限らず、画像、音声、動画等の様々なデータが含ま
れる。
【０１０７】
　受信部２２１は、制御部２１０の制御に従い、ＩＰネットワーク４００ａを介して、サ
ーバ１００または他のユーザ端末２００からメッセージを受信し、当該メッセージに含ま
れるデータを各機能部に伝達する機能を有する。
【０１０８】
　受信部２２１は、具体的には、例えば、サーバ１００から表示情報を含むメッセージ、
例えば、ユーザ端末２００からの各種処理要求に対する結果の応答メッセージ等を受信す
る。受信部２２１は、例えば、サーバ１００に送信した通信接続要求メッセージに対する
結果（仮電話番号、当該結果を表示する表示情報、エラー情報等）を含む応答メッセージ
をサーバ１００から受信する。
【０１０９】
　送信部２２３は、制御部２１０の制御に従って、ＩＰネットワーク４００ａを介して、
サーバ１００または他のユーザ端末２００に各種メッセージを送信する機能を有する。具
体的には、例えば、送信部２２３は、通信接続要求メッセージの各種処理要求メッセージ
等をサーバ１００に送信する。
【０１１０】
　呼受信部２２２は、制御部２１０の制御に従い、電話網４００ｂを介して、他のユーザ
端末２００からサーバ１００を経由して送信される呼接続要求を受信して、呼接続を行う
機能を有する。また、呼受信部２２２は、制御部２１０の制御に従い、電話網４００ｂを
介して他のユーザ端末２００からサーバ１００を経由して送信される呼切断要求を受信し
て、呼切断を行う機能を有する。
【０１１１】
　呼送信部２２４は、制御部２１０の制御に従って、電話網４００ｂを介して、他のユー
ザ端末２００にサーバ１００を経由して送信するようサーバ１００から通知された仮電話
番号を含む呼接続要求を送信して、呼接続を行う機能を有する。呼送信部２２４は、制御
部２１０の制御に従い、呼接続要求に発信者の実電話番号を含めず、代わりに予約識別番
号を含めてもよい。このような構成とすることで、発信者の実電話番号を通知することな
く呼接続が可能となるため、機密性をより確保することができる。
【０１１２】
　記憶部２３０は、ユーザ端末２００が動作するうえで必要とする各種プログラム、デー
タおよびパラメータを記憶する機能を有する。記憶部２３０は、具体的には、例えば、サ
ーバ１００から送信された表示情報、通信接続要求に対する結果に関する情報等を記憶す
る。記憶部２４０は、具体的には、例えば、ＲＯＭおよびＲＡＭで構成される主記憶装置
、不揮発性メモリ等で構成される補助記憶装置、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）、ＳＳＤ（S
olid State Drive）、フラッシュメモリ等各種の記録媒体によって構成される。
【０１１３】
　表示部２４０は、制御部２１０の制御に従い、ユーザからの入力を受け付ける機能を有
する。表示部２４０は、具体的には、タッチパネル等のソフトキーあるいはハードキーに
より実現される。また、表示部２４０は、制御部２１０の制御に従い、各サーバ１００か
ら送信された表示情報等を表示する機能を有する。表示部２４０は、具体的には、例えば
、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）ディスプレイ、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）デ
ィスプレイ、ＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode）ディスプレイ等を用いればよい
。表示部２４０の表示画面は、例えば、ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）などの
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マークアップ言語や、ビットマップデータあるいは圧縮処理された画像データなど、ユー
ザ端末２００で画面表示可能な一般的なデータ形式で生成されればよい。
【０１１４】
　表示部２４０は、図４に示すように、制御部２１０の制御に従い、サーバ１００ａから
送信された表示情報に基づいて、予約管理ページを表示してもよい。表示部２４０は、例
えば、予約管理ページとして、ユーザの予約相手（別のユーザ）を一覧で表示したり、一
覧で表示された予約相手に対する通信接続要求や呼接続要求のための操作入力表示を表示
したり、当該入力の結果表示を表示してもよい。
【０１１５】
　表示部２４０は、制御部２１０の制御に従い、具体的には、例えば、図４に示すように
、ユーザの予約相手の別ユーザ（例えば、１．ｂｂｂｂ、２．ｄｄｄｄ、３．ｅｅｅｅ、
４．ｆｆｆｆ（ｇｇｇｇ、ｈｈｈｈｈ）として、アルファベットの小文字４桁はユーザ名
を示す）を一覧表示し、通信接続要求を行うための操作入力表示として「TEL」ボタンを
設けてもよい。また、表示部２４０は、当該操作入力表示について、通信接続要求ができ
る予約相手のユーザのみ有効化してもよい。表示部２４０は、例えば、予約をキャンセル
した相手や、複数ユーザからなるグループにおける代表ユーザでないユーザ（例えば、ｇ
ｇｇｇおよびｈｈｈｈ）については、当該操作入力表示を無効化して（例えば、「TEL」
ボタンを非表示またはグレーアウト等）通信接続要求を要求できなくしてもよい。これに
より、無用な通信接続要求を受信せずに済み、通信の輻輳を防ぎ、処理の効率化を図るこ
とができる。
　以上が、ユーザ端末２００の構成である。
【０１１６】
＜データ＞
　ここで、本実施の形態において、記憶部１３０に記憶される予約情報、個人情報および
紐付けデータのデータ構成例について図３（ａ）～（ｃ）に示す。
【０１１７】
　図３（ａ）は、予約情報のデータ構成例を示すデータ概念図である。
【０１１８】
　予約ＩＤ５０１は、予約識別するために付与された固有の識別情報である。予約ＩＤは
、予約識別番号の略称である。予約識別番号（予約ＩＤ）は、ユーザ間の予約情報を一意
に識別可能な番号であり、例えば、図３（ａ）に示すように、予約情報レコードの主キー
とし、各レコードを一意に識別することができる番号である。予約識別番号は、ユーザ端
末２００からの予約要求メッセージをサーバ１００が受信した時など、ユーザからの予約
要求を本発明に係る予約管理通話システム等が受け付けたときにシーケンスに採番等行え
ばよい。当該番号の番号体系については、サービス内容やシステム構成等によって適宜設
定すればよい。
【０１１９】
　予約要求日時５０２は、ユーザから別のユーザに予約が要求された日時（日付と時刻）
を示すものである。具体的には、例えば、ユーザ端末２００の表示部２４０に別のユーザ
に予約を要求する入力表示を設けて、当該入力表示から入力された日時を当該予約要求日
時として、サーバ１００に予約要求メッセージに含めて設定してもよいし、サーバ１００
がユーザ端末２００から当該予約要求メッセージを受信した日時として設定してもよい。
【０１２０】
　予約時間５０３は、ユーザが予約をしたい時間または時間区間における日付と時間の情
報（予約をしたい開始日時および終了日時、時間数等）である。例えば、ユーザ個人の先
生が開催する教室等の仲介サービスに本発明に係る予約管理通話システムを用いる場合で
あれば、当該教室等の開催時間または開始時間を設定すればよく、ユーザ間の出会いの仲
介サービスに本発明に係る予約管理通話システムを用いる場合であれば、直接会う予約の
待ち合わせ時間等を設定すればよい。
【０１２１】
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　予約名５０４は、予約の対象となる教室名、予約の内容等を簡潔に示す情報である。当
該予約名は、ユーザがユーザ端末２００から予約要求を行うときに手動入力としてテキス
トを設定してもよい。
【０１２２】
　予約場所５０５は、予約の対象となる教室、待ち合わせ場所等を示す情報であり、ユー
ザ端末２００に記録されるこれらの場所を示すＧＰＳ等から得られる位置情報を予約要求
時に設定してもよいし、ユーザがユーザ端末２００から予約要求を行うときに手動入力し
たテキストを設定してもよい。
【０１２３】
　ユーザＩＤ５０６、５０７は、ユーザを識別するために付与されたユーザ固有の識別情
報である。ユーザＩＤは個人識別番号の略称である。個人識別番号（ユーザＩＤ）は、ユ
ーザ個人を一意に識別可能な番号である。一例として、ユーザ１　ＩＤであるユーザＩＤ
５０６を発信者のユーザとし、ユーザ２　ＩＤであるユーザＩＤ５０７を着信者のユーザ
としてもよい。予約相手が複数の場合は、当該ユーザＩＤは当該複数分繰り返し設ければ
よい。
【０１２４】
　個人識別番号は、ユーザが本発明に係る予約管理通話システムを用いるサービスに対し
、利用登録する際にシーケンスに採番し設定した番号等を用いればよい。当該番号の番号
体系については、サービス内容やシステム構成等によって適宜設定すればよい。
【０１２５】
　図３（ｂ）は、記憶部１３０に記憶されている個人情報のデータ構成例を示すデータ概
念図である。当該個人情報は、当該例に示す情報以外にも、個人に関わる情報であれば、
どの様な情報を含んでもよく、例えば、ユーザの誕生日、血液型、家族構成等を含んでも
よい。
【０１２６】
　ユーザＩＤ７０１は、ユーザＩＤ５０６、５０７と同じ個人識別番号である。ただし、
ユーザＩＤ７０１は、図３（ｂ）に示すように、個人情報レコードの主キーとして各レコ
ードを一意に識別することができる番号でもある。
【０１２７】
　実電話番号７０２は、ユーザ毎の実電話番号である。図３（ｂ）では例として一つ設け
ているが、複数の電話番号を所有するユーザにおいては、複数項目設けてもよい。実電話
番号は、ユーザが本発明に係る予約管理通話システムを用いるサービスに対し、利用登録
する際にシーケンスに採番し設定した番号等を用いればよい。当該番号の番号体系につい
ては、サービス内容やシステム構成等によって適宜設定すればよい。
【０１２８】
　住所７０３は、ユーザの自宅の住所、ユーザの開催する教室がある建物の住所等を示す
情報である。自宅住所は、ユーザが本発明に係る予約管理通話システムを用いるサービス
に対し、利用登録する際に自宅として登録設定した住所や予約要求時に登録した住所等を
用いればよい。
【０１２９】
　図３（ｃ）は、記憶部１３０に記憶されている紐付けデータのデータ構成例を示すデー
タ概念図である。なお、当該紐付けデータの主キーとして、予約ＩＤ、ユーザ１　ＩＤ、
ユーザ２　ＩＤの複合キーを設定してもよいし、別途紐付けデータ用の識別番号をサーバ
１００が紐付けデータを生成する際に新たに発行してもよい。
【０１３０】
　予約ＩＤ８０１、予約時間８０３、ユーザ１　ＩＤ８０４、ユーザ２　ＩＤ８０６、は
、紐付けデータの生成時に、予約情報から取得し設定される情報である。
【０１３１】
　接続要求日時８０２は、ユーザから通信接続要求がされた日時（日付と時刻）を示すも
のである。具体的には、例えば、ユーザ端末２００の表示部２４０の通信接続要求に係る
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入力表示が指定された際の日時を当該接続要求日時として、サーバ１００に通信接続要求
メッセージに含めて設定してもよいし、サーバ１００がユーザ端末２００から当該通信接
続要求メッセージを受信した日時として設定してもよい。
【０１３２】
　ユーザ１　実電話番号８０５、ユーザ２　実電話番号８０７は、紐付けデータの生成時
に、個人情報から取得し設定される情報である。
【０１３３】
　仮電話番号８０８は、紐付けデータ生成後払い出される、予め用意され一時的に使用可
能な仮電話番号である。当該データ構成例においては、図３（ｃ）に示すように対象の紐
付けデータの内に設定し保持しているが、対象の紐付けデータとは別途、保持してもよく
、対象の紐付けデータと関連付けができ、通信接続要求に対する応答メッセージに含まれ
ればどの様に保持してもよい。
【０１３４】
　有効期間８０９は、生成された紐付けデータが有効か否かを識別するための有効識別情
報として設定される情報である。
【０１３５】
　接続回数８１０は、呼接続要求を転送して発信者と着信者とを呼接続した回数である。
【０１３６】
　＜動作＞
　本実施の形態に係るサーバ１００の動作およびサーバ１００とユーザ端末２００のメッ
セージ等のやり取りの流れを説明する。図５を用いて、サーバ１００の動作を説明する。
図５は、サーバ１００の動作を示すフローチャート図である。
【０１３７】
　図５（ａ）に示すように、本発明に係るシステムのサーバ１００において、個人情報記
憶部１３１ｃは、個人番号と実電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する（ステップ
Ｓ１０）。予約記憶部１３１ａは、予約識別番号と個人識別番号との紐付けを含む予約情
報を記憶する（ステップＳ１１）。受信部１２１ａは、発信者のユーザ端末２００ａから
予約識別番号を含む通信接続要求を受信する（ステップＳ１２）。受信部１２１ａは、当
該接続要求メッセージを受信すると、当該接続要求メッセージに係るデータを検索部１１
１ａに伝達する。検索部１１１ａは、当該データを伝達されると、当該データに含まれる
当該予約識別番号に基づき、予約情報を参照して、個人識別番号を取得する。検索部１１
１ａは、さらに、取得した個人識別番号に基づき、個人情報を参照して、個人の実電話番
号を検索する（ステップＳ１３）。検索部１１１ａは、当該検索後、当該検索の結果に係
るデータ（予約情報、個人情報を含む）を生成部１１２ａに伝達する。生成部１１２ａは
、検索部１１１ａから当該データを伝達されると、当該データに含まれる検索結果に基づ
いて、予約識別番号と、発信者および着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する（
ステップＳ１４）。生成部１１２ａは、当該生成後、設定部１１３ａに当該生成の結果に
係るデータ（紐付けデータ含む）を伝達する。設定部１１３ａは、生成部１１２ａから当
該データを伝達されると、当該データに含まれる紐付けデータに対し、有効識別情報を設
定する（ステップＳ１５）。設定部１１３ａは、当該設定後、予め用意された一時的に使
用可能な仮電話番号を払い出す（ステップＳ１６）。設定部１１３ａは、当該払い出し後
、当該設定および払い出しの結果に係るデータ（仮電話番号を含む）を送信部１２２ａに
伝達する。送信部１２２ａは、設定部１１３ａから当該データを伝達されると、発信者の
ユーザ端末２００ａに、仮電話番号を通知する（ステップＳ１７）。
【０１３８】
　図５（ｂ）に示すように、本発明に係るシステムのサーバ１００において、呼受信部１
４１ｂが、発信者のユーザ端末２００ａから呼接続要求を受信する（ステップＳ２１）。
呼受信部１４１ｂは、当該受信後、当該呼接続要求に係るデータを判定部１１４ａに伝達
する。判定部１１４ａは、当該データを伝達されると、当該データに含まれる仮電話番号
に対応する有効な紐付けデータが存在するか否かを判定する（ステップＳ２２）。判定部
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１１４ａは、当該判定の結果、有効な紐付けデータが存在すると判定した場合は（ステッ
プＳ２２のＹＥＳ）、呼送信部１４１ｂに当該判定の結果に係るデータ（有効な紐付けデ
ータ（着信者の実電話番号を含む）を含む）を伝達する。呼送信部１４１ｂは、判定部１
１４ａから伝達された着信者の実電話番号に呼接続要求を転送する（ステップＳ２３）。
【０１３９】
　次に、図６を用いて、サーバ１００とユーザ端末２００間のメッセージに係る情報のや
り取りおよび処理の流れを説明する。図６は、サーバ１００とユーザ端末２００間の通信
接続要求の送信から呼接続要求の送信（転送）までのメッセージ等の情報のやり取りおよ
び処理の流れを示すシーケンス図である。ここで、図６におけるユーザ端末２００につい
て、発信者のユーザ端末２００ａを、ユーザ１端末とし、着信者のユーザ端末２００ｂを
、ユーザ２端末とする。
【０１４０】
　先ず、ユーザ１端末が通信接続要求メッセージを送信すると（ステップＳ５１）、サー
バ１００は、当該接続要求に基づいて、予約情報を参照して個人識別番号を検索し（ステ
ップＳ５２）、個人情報を参照して個人の実電話番号を検索する（ステップＳ５３）。サ
ーバ１００は、これらの検索結果に基づき、紐付きデータを生成し（ステップＳ５４）、
生成した紐付きデータに有効識別情報を設定し、仮電話番号を払い出す（ステップＳ５５
）。サーバ１００は、払い出した仮電話番号をユーザ１端末に送信する（通知する）（ス
テップＳ５６）。ユーザ１端末は、送信された（通知された）仮電話番号を要求先として
、呼接続要求をサーバ１００に送信する（ステップＳ５７）。サーバ１００は、有効な紐
付けデータが存在する場合は、呼接続要求をユーザ２端末に送信し（ステップＳ５８）、
ユーザ１端末とユーザ２端末間で呼接続（通話確立）を行う。一方、サーバ１００は、有
効な紐付けデータが存在しない場合は、呼接続不可の結果をユーザ１端末に送信（通知）
してもよい（ステップＳ５９）。
【０１４１】
　サーバ１００及びユーザ端末２００の各機能部は、集積回路（ＩＣ（Integrated Circu
it）チップ、ＬＳＩ（Large Scale Integration））等に形成された論理回路（ハードウ
ェア）や専用回路によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）およ
びメモリを用いてソフトウェアによって実現してもよい。また、各機能部は、１または複
数の集積回路により実現されてよく、複数の機能部の機能を１つの集積回路により実現さ
れることとしてもよい。ＬＳＩは、集積度の違いにより、ＶＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウ
ルトラＬＳＩなどと呼称されることもある。なお、ここで「回路」は、コンピュータによ
るデジタル処理、すなわち、ソフトウェアによる機能的処理としての意味合いを含んでも
よい。また、当該回路は、再構築可能な回路（例えば、ＦＰＧＡ：Field Programmable G
ate Away）により実現されてもよい。
【０１４２】
　サーバ１００及びユーザ端末２００の各機能部をソフトウェアにより実現する場合、サ
ーバ１００またはユーザ端末２００は、各機能を実現するソフトウェアである表示情報生
成プログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記検索プログラムおよび各種データがコンピュ
ータ（またはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記
憶装置（これらを「記録媒体」と称する）、上記検索プログラムを展開するＲＡＭ（Rand
om Access Memory）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記検
索プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成さ
れる。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク
、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、
上記検索プログラムは、当該検索プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワ
ークや放送波等）を介して上記コンピュータに供給されてもよい。本発明は、上記検索プ
ログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態
でも実現され得る。
【０１４３】
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　なお、上記検索プログラムは、例えば、ActionScript、JavaScript（登録商標）などの
スクリプト言語、Objective-C、Java（登録商標）などのオブジェクト指向プログラミン
グ言語、HTML5などのマークアップ言語などを用いて実装できる。
【符号の説明】
【０１４４】
１００　サーバ
１１０　制御部
１２０　通信部
１３０　記憶部
１４０　呼処理部
３００　ユーザ端末
３１０　制御部（ユーザ端末）
３２０　通信部（ユーザ端末）
３３０　記憶部（ユーザ端末）
３４０　表示部（ユーザ端末）
４００　ネットワーク
【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザ間の予約において、当該予約の情報と予め用意された仮の電話番号を紐付
けて仮の電話番号による通話を確立する等、音声通話を効率的に実現しセキュリティ性を
高める。
【解決手段】個人を識別可能な個人識別番号と、当該個人が所有する端末毎に割り当てた
実電話番号との紐付けを含む個人情報を記憶する個人情報記憶部と、予約を識別可能な予
約識別番号と個人識別番号との紐付けを含む予約情報をアクセス権限レベルが異なる記憶
領域に記憶する予約記憶部と、予約情報および個人情報に基づいて、予約識別番号と発信
者および着信者の実電話番号との紐付けデータを生成する生成部と、紐付けデータの有効
性を識別する有効識別情報を設定し、予め用意され一時的に使用可能な仮電話番号を設定
し、発信者の端末に仮電話番号を通知し、仮電話番号を含む呼接続要求を受信すると、当
該仮電話番号に対応する有効な紐付けデータが存在する場合には呼接続を行う。
【選択図】図２
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